
万が一、不審なサイトにアクセスして ID・パスワードを入力した、不審な電話に

回答してしまったという場合には、速やかに島根中央信用金庫までご連絡ください。

（事務部 システム企画課） 0853-20-1009

全信協ホームページ注意喚起 https://www.shinkin.org/attention/fraudulent_email.html

【詐欺メールの内容】 ※一例

差出人 ：信用金庫

件名：お取引目的等のお願い（重要）

XX信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

また、この度のご案内は、当社ご利用規約第 5 条 1 項 3 に基づくご依頼となります。

◆お客様お客様の直近の取引についていくつかのご質問がございます、下記のリンクを

アクセスし、ご回答ください。

https://xxxxxxxxx.com

※一定期間ご確認いただけない場合、口座取引を一部制限させていただきます。

※回答が完了しますと、通常どおりログイン後のお手続きが可能になります。
お客様のご返信内容を確認後、利用制限の解除を検討させていただきますので、できる

限り詳細にご回答ください。

-------------------------------------------------------------

XX信用金庫をよろしくお願いします。

・『信用金庫』から送られたメールを装い、お客さまの情報等の確認を求め、
お客さまの個人情報・電子メール等の不正取得を行おうとする電子メールが
送付されているとの情報が寄せられています。

・また、信用金庫職員または全国信用金庫協会職員を騙って電話（自動音声の
場合もあり）をし、『電子証明書の更新が出来ていない』などと言ってメール
アドレスを聞き出し、その後に偽メールを送って ID やパスワードを盗み取ろう
とする手口が横行していますので、ご注意ください。

島根中央信用金庫または全国信用金庫協会からのメールや電話で、お客様の

口座番号・暗証番号やインターネットバンキングのＩＤ・パスワード等を

お尋ねすることはありません。

信用金庫または全国信用金庫協会を騙る
不審メール・詐欺電話にご注意ください

当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お取引を行う目的を確認させていただいております。

信用金庫名を騙っているだけです

返信しない

クリックしない！

添付ファイルを開かない！

https://www.shinkin.org/attention/fraudulent_email.html
https://xxxxxxxxx.com/
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